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Ⅰ 男女共同参画社会とは （男女共同参画社会基本法より） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
※男女共同参画社会基本法第３条～10 条 

 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動

に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益

を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会   （男女共同参画社会基本法第２条） 

 

                                   

ひとりひとりの豊かな人生  
仕事、家庭、地域生活など、多様な活動を自らの希望に沿った形で展開でき、男女がともに夢や希望を実現 

 

男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会 

 

職場に活気  家庭生活の充実  地域力の向上 
 
〇女性の政策・方針決定
過程への参画が進み、
多様な人材が活躍 

 
→ 経済活動の創造性が
増し、生産性が向上 

 
〇働き方の多様化が進
み、男女がともに働きや
すい職場環境が確保 

 
 → 個人が能力を最大限

発揮 
 

 
 
〇家族を構成する個人が
お互いに尊重し合い、協
力し合う 

 
→ 家族のパートナーシッ
プの強化 

 
〇仕事と家庭の両立支援
環境が整う 

 
 → 男性の家庭への参画

も進み、男女がともに
子育てや教育に参加 

 

 
 
〇男女がともに主体的に地
域活動やボランティア等
に参画 

 
→ 地域コミュニティの強化 

 
〇これら全体の取組により 
 
 → 地域の活性化、暮らし

改善、子どもたちが伸び
やかに育つ環境が実現 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画社会イメージ 

男女共同参画社会を実現するための 
５本の柱（基本理念） 

男女の人権の尊重 

社会における制度又は慣行についての配慮 

政策等の立案及び決定への共同参画 

家庭生活における活動と他の活動の両立 

国際的協調 

 
 
国 … 基本理念に基づき、男女共同

参画基本計画を策定。 

     男女共同参画社会づくりのため

の施策（積極的改善措置含

む。）を総合的に策定し、実施 
 
地方公共団体 …  

     基本理念に基づき、男女共同

参画社会づくりのために、国の

施策に準じた施策及び地域特

性に応じた施策を策定し、実施 
 
国民 職域、学校、地域、家庭その他

の社会のあらゆる分野におい

て、男女共同参画社会づくりに

協力 

国・地方公共団体・国民の
責務 
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Ⅱ 男女共同参画が求められる背景（要因） 

 

１ 社会情勢の変化 
 

(1) 少子高齢化の進行と生産年齢人口の減少等 
 

本市の総人口について 

・2015年（平成27年）に約103,600人 → 2045年には約81,900人（予想） 

・2015年から2045年にかけて、 

生産年齢人口 約58,800人 → 約40,600人（約18,200人減）見込み 

老年人口   約28,300人 → 約30,400人（約2,100人増）見込み 
                 
 

 
                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 就業を取り巻く環境 
 

本市の労働力率（就業者数と完全失業者数を併せた労働力人口が15才以上の人口に占め

る割合）の状況を年齢階級別にみると、 

男性 25歳から59歳まで大きな変化はない 

女性 35～39歳を底とするＭ字カーブを描いているが、くぼみは緩やかになっており、 

      離職せずに就業を継続している人が増加している傾向にある。 
 
 

 
 

※R2国勢調査（総務省）より 
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(3) 非正規雇用者の割合（鹿児島県） 
 

「雇用者（役員を除く）」に占める「非正規の職員・従業員」の割合は38.7％で，男性

は５年前と比べて0.1ポイント減少している。また、女性も５年前と比べて3.6ポイント減

少しているが、５割以上が「非正規の職員・従業員」となっている。 

 
 

※令和４年就業構造基本調査結果（鹿児島県）より 

 

２ 国や県の主な動き 
 

（1） 国の動き 

 
（2） 県の動き 

・平成 13年 12月 … 鹿児島県男女共同参画推進条例制定 

・平成 18年３月 … 鹿児島県配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画策定 

・平成 29年 ３月 … 鹿児島県女性活躍推進計画を策定 

・基本計画策定 … 「かごしまハーモニープラン」（H11.03）、第１次～第３次鹿児島県 

男女共同参画基本計画を策定し（第１次:H20.3、第２次：H25.3、 

第３次：H30.3、第４次：R5.3）、男女共同参画社会の形成に向けた取

組を推進。 

 

 

 

・平成 11年６月 … 男女共同参画社会基本法制定 

・平成 13年４月 … 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律制定 

・平成 27年９月 … 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律制定 

・平成 30年５月 … 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律制定 

・基本計画策定 … 第１次～第５次男女共同参画基本計画を策定し（第１次：H12.12 ～ 

第５次：R2.12）、これらに基づく取組を推進 

・令和４年５月 … 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律制定 

・令和５年５月 … 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を

改正する法律（令和５年改正法）制定 

・令和５年６月 … 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の

理解の増進に関する法律制定 

 

男女別雇用者（役員を除く）に占める非正規の職員・従業員の割合の推移 （鹿児島県） 
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３ 男女共同参画社会の現状と課題 
 

少子高齢化による人口減少社会の到来、就業を取り巻く環境の変化、価値観やライフスタイ 

ルの多様化など社会を取り巻く環境が変化する中で、これらの変化に対応し、社会の活力を維 

持していくためには、男女共同参画社会の実現は重要な課題となっている。 

 

【日本のジェンダーギャップ指数（2024）版】 

各国の男女格差の大きさを世界経済フォーラムが国別にランク付けした「ジェンダーギャッ

プ指数」（2024版）において、日本は 146カ国中 118位（前年は 125位）、政治参画 113位、経

済 120位、教育 72位、健康 58位）でした。 
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Ⅰ 本市の現状について 

１ 本市の状況 

（1）男女の地位の平等感 (令和４年市民意識調査結果より) 
 

◎「男性の方が優遇されている」と感じている割合が増加 

 

分野別  家庭 37.5％（H29調査 33.8％）、職場 39.1％（H29調査 32.7％）、 

学校 9.0％（H29調査 8.3％）、地域社会 45.2％（H29調査 36.9％）、 

法律や制度上 35.2％（H29調査 25.8％）、 

社会通念やしきたり 65.5％（H29調査 55.9％） 

社会全体 75.1％（H29調査 66.4％） 

 

◎「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方については、 

『反対』の割合が増加 56.5％（H29調査 47.2％） 

 

（2）あらゆる場における男女の参画促進 (令和４年市民意識調査結果より) 
 

◎家庭における役割分担 

 

・「家事」「育児」「家族の介護」「学校行事やＰＴＡへの参加」は妻が担っている割合が高い。 

・「世帯の収入を得る」「高額商品や不動産購入等を決める」は夫が担っている、又は夫婦で 

分担している傾向にある。 

 

◎女性が育児や介護などで離職することなく、仕事を続けていくために必要なこと 

 

① 「保育施設など子供を預けられる環境の整備や育児支援サービスの充実」 

                         … 65.3％（H29調査 66.4％） 

② 「男女双方が育児・介護休業制度などを利用しやすい職場環境づくり」 

                         … 43.6％（H29調査 44.4％） 

③ 「女性が働き続けることに対する家族や周囲の理解・協力」 

                         … 42.5％（H29調査 45.1％） 

 

（3） 政策等決定過程への女性の参画状況 (令和４年市民意識調査結果より) 
 

◎方針・施策を決める際の女性の意見 

 

・『反映されている』（「十分に反映されている」と「ある程度反映されている」の合計） 

割合が最も高いのは「職場」、次いで「地域社会」 

・『反映されていない』（「あまり反映されていない」と「全く反映されていない」の合計） 

割合が最も高いのは「国政の場」、次いで「市政・県政の場」 

 

◎政策・方針決定の場に女性が少ない理由 

 

① 「組織運営が男性優位のため」       … 54.7％（H29調査 47.7％） 

② 「女性の参画を積極的に進めようと意識している人が少ないため」 

…  35.1％（H29調査 32.8％） 

③ 「家庭・地域・職場における性別による固定的役割分担意識等」 

…  33.7％（H29調査 28.8％） 

 

 

資料２  
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① 政策・方針決定過程への女性の参画状況（全国の状況等） 
 

役職区分 

女性の参画状況 

全国平均 県内平均 鹿屋市 

市区議会議員 19.9％ 15.3％ 15.4％ 

地方公務員（市区町村）管理職に占める女性の割合 17.6％ 13.2％ 3.6％ 

市区町村 審議会委員 28.5％ 28.1％ 30.8％ 

自治会長 7.2％ 6.8％ 2.1％ 

※地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況R５（内閣府）  

 

② 市の審議会等への女性委員登用状況 
 

年 度 調査月日 会議数 委員数 うち女性 割 合 

平成21年度 H22.3.31 52 839人 171人 20.4％ 

令和元年度 R2.3.31 49 714人 195人 27.3％ 

令和２年度 R3.3.31 52 749人 219人 29.2％ 

令和３年度 R4.3.31 48 629人 184人 29.3％ 

令和４年度 R5.3.31 45 597人 182人 30.5％ 

令和５年度 R6.3.31 44 578人 178人 30.8％ 
 
    〔目標〕審議会等への女性委員の登用率をR10年度までに35％へ 
 

③ 市職員における役職（係長職以上）への女性登用状況（各年４月１日現在） 
 

年度 
係長職以上 （参考）全職員の男女比率 

全体 うち女性 比率 
うち課長級 
以上の女性 男性 女性 

令和３年度 117人 13人 11.1％ １人 69.9％ 30.1％ 

令和４年度 173人 19人 10.9％ １人 69.7％ 30.3％ 

令和５年度 168人 18人 10.7％ ２人 69.5％ 30.5％ 

令和６年度 161人 15人 9.3％ ３人 69.3％ 30.7％ 

 

 

（4） 女性に対するあらゆる暴力の根絶 (令和４年市民意識調査結果より) 
 

・「配偶者から暴力や嫌がらせを受けた経験がある女性」の割合…25.8％ 

・「（10歳代、20歳代に）交際相手から暴力や嫌がらせを受けた経験があった女性」の割合 

                       …15.5％ 

・「暴力や嫌がらせに関する相談をどこにも誰にも相談しなかった」人の割合 

…43.0％（H29調査 48.4％） 

・「鹿屋市配偶者暴力相談支援センター」を知っている（聞いたことがある）人の割合 

                       …26.4％（H29調査 34.4％） 
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（5）「ワーク・ライフ・バランス」の実現度 (令和４年市民意識調査結果より) 

   ・「実現できている」と「どちらかといえば実現できている」 

                                 ・・・全体 47.4％（H29調査 41.8％） 

                                       男性 47.1％（H29調査 39.8％） 

                                                   女性 47.8％（H29調査 43.7％） 

 

・「実現できていない」と「どちらかといえば実現できていない」 

・・・全体 32.7％（H29調査 38.9％） 

                                       男性 32.1％（H29調査 40.8％） 

                                               女性 33.1％（H29調査 37.3％） 

 

（6） 性的少数者への理解促進 (令和４年市民意識調査結果より) 
 

・自分の性別に違和感を覚えたり、恋愛感情が同性に向かうなど、 

性について「悩んだことがある」と回答した人の割合          …2.1％ 

・「ＬＧＢＴ」という言葉を知っている人の割合              …58.2％ 

・「自分の周りにＬＧＢＴなどの性的少数者の方はいる」と回答した人の割合…10.4％ 
 
 

２ 男女共同参画に関する市民意識調査（鹿屋市）等から見える課題 

   

●男女の地位の不平等感については、男性優遇と感じている人が多く、家事・育児・家族の介 

護など、依然として家庭における妻の負担が大きいと感じる人も多いことから、あらゆる場に 

おける男女の参画促進や固定的な性別分担意識に基づく慣行の改善や無意識の思い込み（アン 

コンシャス・バイアス）を解消することが必要である。 

   

  ●方針や施策決定に女性の意見は反映していないと感じている人がやや多いことから、政策・方 

   針決定過程への女性の参画拡大に向けた環境整備や、女性が能力を発揮するための支援が必要 

   である。 

 

  ●配偶者等からの暴力の被害経験がある女性は約４人に１人となっており、性別に起因す 

   るあらゆる形態の暴力を根絶するため、暴力を容認しない社会環境の醸成や被害者の保 

   護・支援が必要である。 

 

  ●「LGBT」という言葉を知らない人が約４割と、まだ性的マイノリティの方々への理解が 

   十分とは言えないため、性の多様性についての理解を促進する必要がある。 
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Ⅰ 本市の主な取組について 
 

１ 鹿屋市男女共同参画推進条例（平成 28 年４月１日施行）及び「第２次鹿屋市男女共同

参画基本計画」に基づく施策・事業推進 
 

  男女共同参画社会の実現に向けて市民課をはじめ各課が取組（施策・事業）を推進 

→ 実施計画に基づき具体的施策28について男女共同参画の視点（の配慮）を踏まえて評価。 

・鹿屋市男女共同参画実施計画令和５年度実績報告 
 

めざす姿 一人ひとりが 支え合い 認め合い 笑顔あふれるまち かのや 

計画の期間 2019年度～2028年度（10年間） 

経 過 ※計画の中間見直し（Ｒ５） 

 

２ 「第２次鹿屋市男女共同参画基本計画」の中間見直しについて 

（１）中間見直しの目的 

    社会経済情勢等の変化、現状にみる課題や国・県・本市の動向に加え、これまでの施 

   策の進歩状況に基づき、計画期間の中間年度（令和５年度）に見直しを行ったもの 

 

（２）中間見直しの概要 【資料3-2を参照】 

 あらゆる分野において男女共同参画・女性活躍の視点を常に確保し、施策に反映するため、 

より一層「男女共同参画社会の形成の促進」に向けた政策課題が明確になるよう施策体系の 

見直しを行った。 

 

①基本的方向 → ３つの基本的方向について、全体を包括する形に変更する。 

②重点目標  → 条例（基本理念）に直接対応する課題を重点目標に位置付ける。 

［重点目標の数］  現行：３項目 → ６項目へ増 

③施策の方向・具体的施策 → 各重点目標に対応して設定 

④数値目標  → 見直しに伴い、必要に応じて新たな項目を検討 

 

３ 男女共同参画推進に関する施策の調査審議等 
 

(1) 鹿屋市男女共同参画審議会 
 

(2) 鹿屋市男女共同参画行政推進連絡会議 
 

(3) 鹿屋市ＤＶ対策庁内連絡会議 
 

(4) 各種調査の実施 （ＨＰにて公表） 
 

 ① 市民意識調査（５年に１回） 令和４年度実施 
 
 ② 事業所及び従業員アンケート（５年に１回） 令和３年度実施 

 
 ③ 生理に関するアンケート（単発） 令和４年度実施 

 
 

４ 施策立案等への男女共同参画機会の確保 
 

(1) 市の審議会等への女性委員登用促進 
 

・鹿屋市審議会等委員への女性の登用推進に関する要領（平成29年２月制定、令和３年１月改正） 

・審議会等委員への女性登用指針（平成29年２月制定、令和３年１月改正） 
 
   〔目標〕審議会等への女性委員の登用率を2028年度までに35％へ 
 

○女性委員登用状況 ・・・６頁(3)-②の表参照 

 

資料 3-1 
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(2) 女性人材リストの充実と登録者の活用推進 
 

○登録者の推移（年度末現在） 
 

 R１ R２ R３ R４ R５ R６.８ 

個人 27人 31人 42人 39人 43人 46人 

団体 １団体 １団体 １団体 １団体 １団体 １団体 
 

※登録分野 … 男女共同(20)、教育(15)、福祉(13)、法律行政(3)、経済労働(4)、農業商業(7)、

文化芸術(13)、スポーツ(4)、建築土木(3)、地域活動(23)、その他(9) 

※活用促進 … 令和６年度・各課における審議会、委員会等の委員選定の際の照会・活用（３課） 

            ・本市が開催するジェンダー平等を実現するワークショップにおい 

            て、女性活躍ロールモデルとして講師を依頼 

 

(3) 女性が奏でるまちづくり推進事業（令和２年度～） 

   性別に関わらず、自分らしく活躍できる地域社会づくりを考える市民参加型のワーク 

 ショップ（３年間にわたる連続型ワークショップ 年４回開催） 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
５ 女性活躍推進法に基づく取組 
 

(1) 鹿屋市役所の特定事業主行動計画策定、公表（総務課） 
 

・計画期間   令和２年４月 ～ 令和８年３月（６年間） 

・現状と目標値（主なもの） 

区 分 Ｒ１現状 Ｒ５実績 目 標 

採用試験における女性受験者割合 32.7％ ↗ 39.4％ 令和７年度までに45％以上 

男性の育児休業取得率 8.3％ ↗ 33.3％ 13％→85％（R6.3変更） 

妻の出産に係る特別休暇取得率 

(男性職員) 

87.5％ 

39.1％ 

↘ 60.0％ 

↗ 55.5％ 

(取得者数)  100％ 

(取得日数割合) 50％ 

管理・監督職員に占める女性割合 17.2％ ↗ 19.8％ 20％以上（係長級以上） 

 
６ 市民・事業者等の理解のための広報啓発、ワーク・ライフ・バランスの推進 

 
 (1) 男女共同参画研修会等の実施 

 
あらゆる分野において男女が共同して参画し、個性豊かに充実した人生を送れる男女共

同参画社会を実現するため、各種研修会等を実施 

 

 

   

 

【階段イメージ】 

令和６年度 令和５年度 令和７年度 
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区  分 内      容 

男女共同参画講演会 男女共同参画社会の実現を図るための講演会や講座等 

市職員研修 
皆が活躍する職場づくりや男女共同参画の視点での政策推

進等に関する研修 

学校研修 

（生徒、教職員等） 
人権・デートＤＶ防止に関する研修 

企業企業等向け研修 

(企業・団体等職員) 
男女共同参画や女性活躍推進に係る研修 

市民向け研修 
【女性向けセミナー】 

キャリアアップに踏み出す女性を応援するセミナー 

出前講座 

（生涯学習まちづくり出前講座） 
男女共同参画に関する講座（講師：市職員） 

 

 (2) 男女共同参画に関する広報・パネル展示等 
 

  ① 情報紙「ｋａｎｏｙａ男女共同参画ｎｅｗｓ」の発行 

  ② 小学校高学年向けリーフレットの配布 

  ③ 県男女共同参画週間（７月25日～31日）での啓発 

  ④ 国、県等の各種情報提供 
  

 
７ 市民・事業者等の活動を支援 

 
 (1) お届けセミナー 

誰もが社会の中でその個性と能力を十分に発揮できるよう、また男女が共に仕事と生活 

を両立させ、地域社会に参画できるよう、各種団体等の研修会へ専門の講師を派遣するも 

の。  

  

 

 

 

 

 

 

８ ＤＶ防止啓発活動 
 

  「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11月12日～25日）に街頭キャンペーンやパープ
ルリボン用ツリーの設置等を実施 

 
９ パートナーシップ宣誓制度の導入 
 (1) 制度導入日 
   令和６年10月１日 
 
 (2) 制度の概要 

○パートナーシップ宣誓制度は、一方又は双方が性的マイノリティである２人がお互いを

人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを市長に宣誓し、市長

が宣誓の事実を認めるとともに、パートナーシップ宣誓書受領証等を交付するもの 

 

○この制度に法的な効力はないが、性的マイノリティの方々の生きづらさや不安が少しで

も解消されるとともに、性的マイノリティの方々に対する社会の理解の促進につながるこ

とを目指すもの 

【研修テーマ実績】 

●ジェンダー平等／男女共同参画の推進 

●ワーク・ライフ・バランスの研修 

●ハラスメント研修 

●ＤＶ被害者防止のためのセミナー 

●性の多様性／パートナーシップ制度 
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 (3) 宣誓の対象者 
  ①双方が成年に達していること 

  ②一方又は双方が鹿屋市に住所を有していること 

  ③双方に配偶者またはパートナーシップの関係にある者がいないこと 

  ④双方の関係が近親者でないこと 

 

 (4) 宣誓の方法 

 【事前予約】 

  ①宣誓を希望する日の原則７日前までに電話又は予約フォームで宣誓日の予約 

 【宣誓当日】 

  ②双方が市職員の面前においてパートナーシップ宣誓書に自署し、必要書類を添えて提出 

  ③要件を満たしていることが確認でき次第、受領証等を交付 

 

 (5) 交付する書類 

  ① パートナーシップ宣誓書受領証 

  ② パートナーシップ宣誓書受領カード 

（各１部）  

  ③ 宣誓書の写し 

 

 (6) 宣誓することで利用可能なサービス 

 【行政サービス】市営住宅の申込 

 【民間サービス】住宅ローン審査における収入の合算、保険金受取人の設定や保険金の代理 

請求、携帯電話の家族割 など 
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・平成 28 年４月 鹿屋市男女共同参画推進条例を施行。男女共同参画社会基本法及び市条例に基づき、男女共同参画社会の形成促進に向けた施策の総合的な推進を図る。 

・今回、社会情勢等の変化、国や県の新たな計画策定への対応、市民意識調査等最新の調査結果などを踏まえ、令和５年度に中間見直しを行った。 

【計 画 期 間】･･･ 2019(令和元)年度から 2028(令和 10)年度までの 10 年間   【め ざ す 姿】･･･ 一人ひとりが 支え合い 認め合い 笑顔あふれるまち かのや 

【基本的方向】･･･ 「参画しやすい環境づくり」・「安心できる社会づくり」・「人権に配慮する人づくり」  ※当初計画：重点項目ごとに紐付け → 全体を包括する形に見直し 

第２次鹿屋市男女共同参画基本計画（中間見直し）の概要について 

●「男女共同参画社会の形成の促進」に向けた政策課題の明確化･･･市条例の基本理念に対応する課題を重点目標に位置付け 

［重点目標］ 当初計画：３項目 → 今回：下記３項目を「施策の方向」から引き上げ、重点目標を６項目に 

① 政策・方針決定過程への女性の参画拡大  ② 性別に起因するあらゆる形態の暴力の根絶  ③ 生涯を通じた健康支援 

●多様性を尊重する社会環境の整備･･･施策の方向に、「性の多様性についての理解促進」を追加 

【国際社会、国、県の動向】 

・国連「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」の採択（H27) 

・第５次男女共同参画基本計画（国 R2.12） 

・女性版骨太の方針（女性活躍・男女共同参画の重点方針）（国 毎年 6月） 

・第４次鹿児島県男女共同参画基本計画（R5.3） 

【法制度の整備】 

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（R4.5成立） 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律 

（令和５年改正法）（R5.5成立） 

・性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進

に関する法律（LGBT理解増進法）(R5.6成立） 等 

【国・県における重点的取組事項（抜粋）】 

●政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

・指導的地位に占める女性の割合が 2020 年代の可能な限り早期に 30%程度と

なるよう目指して取り組む（国） 

・あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大を進める（県） 

●女性に対するあらゆる暴力の根絶 

・女性に対する暴力をめぐる状況の多様化に対応しながら、取組を強化（国） 

・ＤＶの根絶に向けた意識啓発を進めるとともに、相談・支援体制の充実を図

り、被害の潜在化の防止に努める（県） 

●生涯を通じた健康支援 

・生涯を通じた心身の健康を支援するため、引き続き「リプロダクティブ・ヘルス

／ライツ」（性と生殖に関する健康と権利）について普及啓発を図る（県） 

【重点目標と施策の方向】 

１ あらゆる分野における男女共同参画・女性活躍の推進 

(1) あらゆる場における男女の参画促進 

(2) 仕事と生活の調和が図れる環境整備の促進 

(3) 職業生活における女性の活躍を促進する取組への

支援 

２ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

１ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大に向けた環

境整備の促進 

２ 女性の能力発揮のための支援 

３ 一人ひとりの人権が尊重され安心して暮らせる社会づくり 

(1) 生活上の困難を抱えやすい人々が安心して暮らせる

環境の整備 

(2) 防災の分野における男女共同参画の推進 

４ 生涯を通じた健康支援 

(1) 生涯にわたる包括的な健康支援 

(2) 性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・

ヘルス／ライツ）を踏まえた妊娠・出産等に関する

健康支援と性に関する正しい理解の促進 

５ 性別に起因するあらゆる形態の暴力の根絶 

(1) 性別に起因するあらゆる暴力を容認しない社会環境

の醸成 

(2) 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・支援 

６ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の醸成 

(1) 固定的な性別役割分担意識に基づく慣行の改善や無

意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の解消 

(2) 男女共同参画に関する教育・学習の推進 

(3) 性の多様性についての理解促進 

◎中間見直しのポイント 

◎中間見直しの背景 ◎中間見直し後の重点目標等 

【市の現状・課題】（市民意識調査等より） 

●政策・方針決定過程への女性の参画が少ない 

・方針・施策を決める際の女性の意見の反映度： 

国政や県・市政の場で「反映されている」と思う人は 

約２割 

・審議会等における女性委員の比率 

現状 R4:30.5％（目標 R10:35％）※若干の増加傾向 

・管理職における女性の割合(事業所) 

20％程度（H28調査比：変化なし） 

●性差に応じた健康についての理解が不足 

・性に関する正しい知識を広めることが必要と思う女性 

９割強 

・「性と生殖に関する健康と権利」という言葉 

75.6%の人が知らない 

●性別に起因する暴力がある 

・配偶者等からの暴力の被害経験：女性の約４人に１人 

・ＤＶ被害にあった際、相談しなかった人は半数近く(43％)  

○性的少数者への理解不足 

・「ＬＧＢＴ」という言葉を 

知らない（詳しくは知らない）人が約４割 

【市条例の基本理念】 

①男女の人権の尊重 

②社会における制度又は慣行による影響への配慮 

③社会のあらゆる分野における政策等の立案・決定への共同参画 

④家庭生活における活動と他の活動の両立 

⑤性と生殖についての理解と健康への配慮  

⑥国際的協調 

◎中間見直しの趣旨 

◎計画期間・めざす姿等 

資料 3-2 
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○体系表（案） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重点目標 施策の方向 

参
画
し
や
す
い
環
境
づ
く
り 

 

 

 

 

 

Ⅰ あらゆる分野における男

女共同参画・ 

女性活躍の推進 

１ あらゆる場における男女の参画促進 

２ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

３ 男女ともに仕事と生活の調和が図れる環境整備の促進 

４ 職業生活における女性の活躍を促進する取組への支援 

安
心
で
き
る
社
会
づ
く
り 

 

Ⅱ 男女の人権が尊重され 

安心して暮らせる 

社会づくり 

１ 性別に起因するあらゆる形態の暴力の根絶 

配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基本計画 

 

２ 生涯を通じた男女の健康への支援 

３ 生活上の困難を抱えやすい人々が安心して暮らせる 

環境の整備 

４ 防災の分野における男女共同参画の推進 

人
権
に
配
慮
す
る
人
づ
く
り 

 

Ⅲ 男女共同参画社会の 

実現に向けた 

意識の醸成 

 

１ 固定的性別役割分担意識に基づく慣行の改善 

２ 男女共同参画に関する教育・学習の推進 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点目標 施策の方向 

１ あらゆる分野における 

男女共同参画・ 

女性活躍の推進 

１ あらゆる場における男女の参画促進 

２ 仕事と生活の調和が図れる環境整備の促進 

３ 職業生活における女性の活躍を促進する取組への支援 

２ 政策・方針決定過程 

 への女性の参画拡大 

１ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大に向けた 

  環境整備の促進 

２ 女性の能力発揮のための支援 

３ 一人ひとりの人権が 

尊重され安心して 

暮らせる社会づくり 

１ 生活上の困難を抱えやすい人々が安心して暮らせる 

環境の整備 

２ 防災の分野における男女共同参画の推進 

４ 生涯を通じた 

健康支援 
１ 生涯にわたる包括的な健康支援 

２ 性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライ

ツ）を踏まえた妊娠・出産等に関する健康支援と性に関す

る正しい理解の促進 

 

５ 性別に起因する  

あらゆる形態の 

暴力の根絶 
 

１ 性別に起因するあらゆる暴力を容認しない社会環境の醸成 

２ 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・支援 

 

６ 男女共同参画社会の 

実現に向けた 

意識の醸成 

１ 固定的性別役割分担意識に基づく慣行の改善や無意識の

思い込み(アンコンシャスバイアス)の解消 

２ 男女共同参画に関する教育・学習の推進 

３ 性の多様性についての理解促進 
 

女性活躍推進計画 

女
性
活
躍
推
進
計
画 

見直し前 中間見直し後 

参
画
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
・
安
心
で
き
る
社
会
づ
く
り
・
人
権
に
配
慮
す
る
人
づ
く
り  

 

配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
の
防
止

及
び
被
害
者
支
援
基
本
計
画 
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第２次鹿屋市男女共同参画基本計画 
 

 

 

鹿屋市男女共同参画実施計画 

令和５年度実績報告 
 一人ひとりが支え合い 認め合い 笑顔あふれるまち かのや  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和６年１０月 

鹿 屋 市 
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【参画しやすい 

環境づくり】 

 

 

はじめに 

  男女共同参画社会基本法において、男女共同参画社会の実現を 21世紀の我が国の最重要課題と 

位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を図ってい 

くことが重要であるとされています。 

  鹿屋市は、平成 28年に鹿屋市男女共同参画推進条例の施行、平成 31年３月に「第 2次鹿屋市男 

女共同参画基本計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた諸施策の推進に取り組んでいます。 

  このたび、基本計画の具体的施策の推進に資する各課の事業や取組について、男女共同参画の視 

点を踏まえ、実施状況についての評価を行いました。 

 

 

 

 

１ 第２次鹿屋市男女共同参画基本計画 体系表                                                                                                                      

めざす姿『一人ひとりが支えあい 認め合い 笑顔あふれるまち かのや』 
 

【重点目標】         【施策の方向】              【具体的施策】                                          

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１あらゆる場におけ

る男女の参画推進 

２政策・方針決定過

程への女性の参画

拡大 

３男女ともに仕事と

生活の調和が図れ

る環境整備の促進 

４職業生活における

女性の活躍を促進

する取組への支援 

１家庭生活における男女共同参画の推進 

３市民団体等による様々な活動における男女共同

参画の推進 

２雇用の分野等あらゆる分野における政策・方針

決定過程への女性の参画の促進 

２多様な就業形態に対応する就業環境等の取組支援 

１企業等における男性中心型労働慣行の見直し 

３女性の就業・起業等多様な働き方への支援 

２地域における男女共同参画の推進 

１市の政策・方針決定過程への女性の参画の推進 

３女性の人材育成とキャリア形成支援 

１男女ともに希望する仕事と生活の調和が図れる

環境整備の促進 

２農林水産業・商工自営業における固定的性別役

割分担意識に基づく就業慣行の見直し 

３多様なライフスタイルに対応する子育てや介護

の支援 

Ⅰあらゆる分野

における男女

共同参画・女

性活躍の推進 
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２ 評価について 

実施事業の実績を評価するものでなく、各課における推進事業の立案や実施の段階で、男女 

共同参画の視点で行えたかを４段階で評価した。 

 

   事業評価の指標 
 

Ａ： 男女共同参画の視点（の配慮）を踏まえて実施できた。（８割以上） 

Ｂ： どちらかというと男女共同参画の視点（の配慮）を踏まえて実施できた。 

（5～8割程度） 

Ｃ： どちらかというと男女共同参画の視点（の配慮）を踏まえて実施できなかった。 

                            （２～５割未満） 

Ｄ： 男女共同参画の視点（の配慮）を踏まえて実施できなかった。（２割未満） 

 

 

 

 

１性別に起因するあ

らゆる形態の暴力

の根絶 

２生涯を通じた男女

の健康への支援 

３生活上の困難を抱

えやすい人々が安

心して暮らせる環

境の整備 

４防災の分野におけ

る男女共同参画の

推進 

Ⅱ男女の人権が

尊重され安心

して暮らせる

社会づくり 

３被害者が安心して相談できる体制づくり 

１生涯を通じた心身の健康支援 

３安心して子どもを生み育てる環境づくりの推進 

１生活上の困難に直面する女性等への支援 

 

２高齢者、障がい者が安心して暮らすための支援 

 

２性を理解・尊重するための教育・学習の推進 

 

４被害者の安全確保と自立の支援 

１暴力の防止と根絶に向けた教育・啓発の推進 

２若年層からの予防啓発の推進 

３複合的に困難な状況に置かれている人々への対応・支援 

 

１防災・復興体制への女性の参画拡大 

 

２男女共同参画の視点に立った地域防災の推進 

 

【安心できる 

社会づくり】 

１固定的性別役割分

担意識に基づく慣

行の改善 
Ⅲ

２男女共同参画に関

する教育・学習の

推進 

１男女共同参画についての正しい理解の浸透を図

るための広報・啓発の推進 

２固定的性別役割分担意識に基づく制度や慣行の

見直し 

 

１学校における教育・学習の推進 

 

２家庭・職場・地域における理解の促進 

【人権に配慮する 

人づくり】 
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３ 評価事項 

（１）男女共同参画の視点による評価 

男女共同参画推進条例の規定に基づき、男女共同参画を推進するための立場や観点 

 

男女の人権の尊重（第３条第１号） 

    男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと。 

男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されたか。 

 

社会における制度又は慣行による影響への配慮（第３条第２号） 

    社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会におけ 

る活動の自由な選択に対して、影響を及ぼすことのないよう配慮されたか。 

 

政策等の立案及び決定への共同参画（第３条第３号） 

    男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野で方針の立案及び決定に共同して参 

画する機会が確保されたか。 

 

家庭生活における活動と他の活動の両立（第３条第４号） 

    家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他の家庭生 

活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を 

行うことができるように配慮されたか。 

 

男女の性についての理解と配慮（第３条第５号） 

    全ての人がそれぞれの性に関する身体的特徴についての理解を深め、妊娠、出産、その他の性 

と生殖に関する事項について、自らの意志が尊重された上で、生涯にわたり健康な生活を営むこ 

とができるように配慮されたか。 

 

国際的協調（第３条第６号） 

    男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮して、国際的 

協調の下に行われたか。 

 

 （２）男女共同参画の視点の浸透を図る配慮の評価 

   男女共同参画推進条例及び男女共同参画基本計画の情報提供を行ったか等 
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 ４ 評価結果 

    体系表の具体的施策（全 28件） 

評価 
Ｒ１件数

（件） 

Ｒ２件数

（件） 

Ｒ３件数

（件） 

Ｒ４件数

（件） 

Ｒ５件数 

（件） 
備考 

Ａ 18 14 21 21 22  

Ｂ ８ 13 ７ ７ ６  

Ｃ ２ １ ０ ０ ０  

Ｄ １ ０ ０ ０ ０  

合計 28 28 28 28 28  

 

 

○施策の方向毎の具体的施策評価推移 

重点目標Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画・女性活躍の推進 

施策の方向 具体的施策（12） R1 R2 R3 R4 R5 

１ あらゆる場における男女

の参画促進 

１ 家庭生活における男女共同参画の推進 A A A A A 

２ 地域における男女共同参画の推進 A A A A A 

３ 市民団体等による様々な活動における

男女共同参画の推進 

B B B B B 

２ 政策・方針決定過程への

女性の参画拡大 

１ 市の政策・方針決定過程への女性の参

画の推進 

B B A A A 

２ 雇用の分野等あらゆる分野における政

策・方針決定過程への女性の参画の促

進 

A B A A A 

３ 女性の人材育成とキャリア形成支援 B B A A A 

３ 男女がともに仕事と生活

の調和が図れる環境整備

の促進 

１ 男女ともに希望する仕事と生活の調和

が図れる環境整備の促進 

A C A A A 

２ 多様な就業形態に対応する就業環境等

の取組支援 

B B B B B 

３ 多様なライフスタイルに対応する子育

てや介護の支援 

A A A A A 

４ 職業生活における女性の

活躍を促進する取組への

支援 

１ 企業等における男性中心型労働慣行の

見直し 

B B B B B 

２ 農林水産業・商工自営業における固定

的性別役割分担意識に基づく就業慣行

の見直し 

B B B B B 

３ 女性の就業・起業等多様な働き方への

支援 

A B B A A 
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重点目標Ⅱ 男女の人権が尊重され安心して暮らせる社会づくり 

施策の方向 具体的施策（12） R1 R2 R3 R4 R5 

１ 性別に起因するあらゆる

形態の暴力の根絶 

１ 暴力の防止と根絶に向けた教育・啓発

の推進 

A A A A A 

２ 若年層からの予防啓発の推進 A A A A A 

３ 被害者が安心して相談できる体制づく

り 

A A A A A 

４ 被害者の安全確保と自立の支援 A A A A A 

２ 生涯を通じた男女の健康

への支援 

１ 生涯を通じた心身の健康支援 A A A A A 

２ 性を理解・尊重するための教育・学習

の推進 

A A A A A 

３ 安心して子どもを生み育てる環境づく

りの推進 

A A A A A 

３ 生活上の困難を抱えやす

い人々が安心して暮らせ

る環境の整備 

１ 生活上の困難に直面する女性等への支

援 

A A A A A 

２ 高齢者、障がい者等が安心して暮らす

ための支援(介護支援等) 

A B A A A 

３ 複合的に困難な状況に置かれている

人々への対応・支援 

A A A A A 

４ 防災の分野における男女

共同参画の推進 

１ 防災・復興体制への女性の参画拡大 C B B B B 

２ 男女共同参画の視点に立った地域防災

の推進 

C B A B B 

 

重点目標Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の醸成 

施策の方向 具体的施策（４） R1 R2 R3 R4 R5 

１ 固定的性別役割分担意識

に基づく慣行の改善 

１ 男女共同参画についての正しい理解の

浸透を図るための広報・啓発の推進 

B B A A A 

２ 固定的性別役割分担意識に基づく制度

や慣行の見直し 

A A A A A 

２ 男女共同参画に関する教

育・学習の推進 

１ 学校における教育・学習の推進 A A A A A 

２ 家庭・職場・地域における理解の促進 B B B B A 
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５ 男女共同参画基本計画数値目標の進捗状況 

 

○数値目標の達成度 

評価 指標数（全９指標） 

 達成 ３ 

 目標にむけて推進 ３ 

 ほぼ横ばい ２ 

 当初（計画策定時）より低い １ 

 
 

設定項目 
計画策定時 

（Ｈ29） 
実績 

（Ｒ４） 

現状 

(Ｒ５) 

目標値 

（Ｒ10） 
達成度 

１ 
市の審議会等委員の女性委員

の登用率 
28.5％ 30.5％ 30.8％ 35.0％  

２ 

ワーク・ライフ・バランスが実

現できていると感じている人

の割合 

男性 

39.8％ 

女性 

43.7％ 

男性 

47.1％ 

女性 

47.8％ 

次回Ｒ９

意識調査

で検証 

男女とも

に 50％ － 

３ 
市の男性職員の育児休業の取

得率 ※ 
8.3％ 18.8％ 33.3％ 

13％から 

85％へ 

変更 
 

４ 

市の男性職員の妻の出産に係

る特別休暇の取得率（取得者数

の割合）※ 
87.5％ 92.9％ 60.0％ 100％  

５ 男女共同参画地域推進員の数 ２人 ４人 ５人 ４人 達成 

６ 

ＤＶを受けたことがある人が、

どこ（だれ）にも相談しなかっ

た割合 

48.4％ 43.0％ 

次回Ｒ９

意識調査

で検証 

40％ － 

７ 

「鹿屋市配偶者暴力相談支援

センター」を知っている人の割

合 

34.4％ 26.4％ 

次回Ｒ９

意識調査

で検証 

45％ － 

８ 
「男女共同参画社会」という用

語を知っている人の割合 
70.1％ 72.7％ 

次回Ｒ９

意識調査

で検証 

100％ － 

９ 

「男は仕事、女は家庭」という

固定的性別役割分担に「反対」

と思う人の割合 

47.2％ 56.5％ 

次回Ｒ９

意識調査

で検証 

55％ － 

※項目３、４に関する年度  計画策定時：令和元年度、目標値は令和７年度 
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